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１．本ガイドラインのルールの種類について

・本ガイドラインのルールは「地区計画」と「タウンルール」の２つに分かれます。

・地区計画は、横浜市が運用し必ず守っていただくルールです。

・タウンルールは、地権者・住民・事業者が自主的に運用し以下の２種類で構成され

るルールです。

遵守ルール：皆様に必ず守っていただくルール

推奨ルール：皆様に協力をお願いするルール

●ルールの解説について

２．ルールの一覧とルールの解説について

・次ページ以降各地区の「ルールの一覧」と「ルールと解説」により構成しています。

ルールの種類の凡例は以下のとおりです。

【ルールの凡例】

赤字：地区計画の内容

青字：タウンルールの遵守内容

黒字：タウンルールの推奨内容

・「ルールと解説」では、補足説明が必要となるものを記載しています。

・地区計画の運用は個別に横浜市と協議を行ってください。
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【ルールの解説】

【ルール】

イメージ図

・タウンルールの補足説明が必要となるものは以下のような構成でルールの解説

をしています。

【ルール】ルールを記載しています。

【ルールの解説】ルールの解説を記載しています。

【イメージ図】補足が必要な場合イメージ図を提示しています。


